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需給調整市場における機器個別計測の課題

• 前回の検討会では、需給調整市場における機器個別計測の円滑な運用開始に向けた課題として、機器点「特高」に関

する課題（課題①）、機器点1,000kW以上の取扱い（課題②）、一次調整力の取扱い（課題③）を提示し、検討の

進め方を整理。

• これを踏まえ、本日の検討会では、以下の課題の検討状況についてご審議いただく。

(1) 機器点特高／機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ【課題①・②関係】

(2) 機器点「特高」に関する課題【課題①】

(3) 機器点1,000kW以上の取扱い【課題②】

(4) 一次調整力の取扱い【課題③】
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【参考】需給調整市場における機器個別計測の課題の検討方針

（出所）2025年9月8日 第13回 
次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料6
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(1) 機器点特高/機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ（1/3）

• 需給調整市場取引会員各社及びエネルギーリソースアグリゲーション事業協会（ERA）会員企業各社（約200社）に

対し、需給調整市場への機器点リソース参入に関するニーズ調査を実施した。

• ニーズ調査の対象は、機器点特高（課題①）及び機器点1,000kW以上のリソース（課題②）とした（下図赤枠）。

（出所）2025年9月8日 第13回 
次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料6
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• 回答事業者数は48社、このうち、ニーズ調査対象に該当するリソースにおいて機器個別計測による需給調整市場へ

の参加を検討している事業者は37社、リソースの合計容量は約1,466万kW、リソース数は154件だった。

• 機器点10万kW未満のリソースについては、機器点特高（課題①）に該当するリソースが65件（約72万kW）、機

器点1,000kW以上のリソース（課題②）が137件（約84万kW）確認され、課題①、②ともに一定数かつ一定規模

のニーズが存在することが明らかとなった。（注：機器点1,000kWと機器点特高の件数及び容量は重複あり）

• また、機器点10万kW以上のリソースも少数（11件、約1,382万kW）確認されたが、いずれも揚水及び火力発電

機であった。

(1) 機器点特高/機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ（2/3）

機器点10万kW以上
（揚水、火力）

11件、約1,382万kW

機器点10万kW未満
（蓄電池、火力、その他）

143件、約84.3万kW

総数 総容量

課題①
機器点特高

65件 約72.2万kW

課題②
機器点1,000kW以上

137件 約84.0万kW

機器点
対象リソース

総容量
約1,466万kW

154件

機器点ニーズ調査結果※1（件数ベース） 機器点特高（課題①）及び機器点1,000kW以上（課題②）の
リソース（10万kW未満）※1、2

機器点1万kW未満
121件、約28.8万kW

機器点1万kW以上10万kW未満
22件、約55.5万kW

※1 既に受電点で需給調整市場に参加されているリソースも含まれる
※2 機器点1,000kWと機器点特高の件数及び容量は重複あり



• ニーズ調査対象に該当する機器点10万kW未満のリソースのうち、電源種別としては蓄電池や自家発火力が大半であ

る。

• 加えて、調査対象のリソースにおいては、需給調整市場の機器個別計測による一次調整力や三次調整力②への入札を

検討する事業者が多数。事業者の立場から費用対効果を考慮すると、一次調整力となるリソースの一部は、オフライ

ン枠での参加が想定される。

• また、安定電源もしくは発動指令電源で容量市場※1への参加を検討しているリソースは半数以上を占める。

(1) 機器点特高/機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ（3/3）
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蓄電池 91件
約37.8万kW

火力 33件
約36.3万kW

その他 19件
約10.1万kW

[万kW]

電源種別の構成 容量市場 入札予定有無※1（件数ベース）需給調整市場 参加予定商品※2（件数ベース）

参加予定
56%
80件
約49.1万kW

予定無
33%
47件
約25.7万kW

未定 11%
16件 約9.5万kW

※2 複数回答のあったリソースはすべての選択肢を集計

複合 7%

三次②
31%

一次
30%

三次①
19%

二次② 8%

二次① 6%

※1 当該リソースが属する受電点における容量市場への入札検討 6
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【参考】蓄電池等の需給調整市場応札状況及び容量市場の参加対象電源

（出所）2025年9月26日 第57回
需給調整市場検討小委員会 資料2

（出所）容量市場 メインオークション制度説明会資料
（対象実需給年度：2029年度）
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【参考】エリア別の導入見込量と導入希望時期

• ニーズ調査対象に該当する機器点10万kW未満のリソースによる機器個別計測は、概ね全てのエリアで見込まれる。

• また、各リソースの導入希望時期は2026年度及び2027年度が過半数を占めており、需給調整市場における機器個

別計測に関する課題の整理は急務。このため、早期のルール整備が求められるが、他制度との関係や制度趣旨に沿っ

た実効性のある仕組みとするためにも、慎重な検討を並行して進める必要がある。

2026年度
30%
(43件)

2027年度
24%
(34件)

2028年度
15%

(22件)

2029年度
4%

(6件)

2030年度以降
もしくは未定

27%
(38件)

エリア別 導入見込量 導入希望時期（件数ベース）

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

北海道

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

未定

[万kW]

蓄電池 火力 その他
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(2) 機器点「特高」に関する課題

• 需給調整市場において機器点「特高」を受け入れるためには運用ガイドラインを改定し、機器点「特高」の区分を追

加する必要あり。現在、一般送配電事業者及び資源エネルギー庁において同ガイドライン改定案を検討中。

• また、機器点「特高」に対応した託送BPの作成が必要であり、一般送配電事業者及び電力広域的運営推進機関にお

いて託送BPの内容やスケジュール等を検討中。

• これらに加えて、一部エリアにおいて託送システム等の改修（需給調整市場における調整力供出、機器点の計量値を

活用したサービス提供等）が必要。改修期間は仕様確定後6～24ヵ月（エリアによるばらつきあり）、全エリア合計

の改修費用は10億円程度となることが想定されている。
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(3) 機器点1,000kW以上の取扱い：入札単位

（出所）送配電網協議会へのヒアリング結果を基に事務局にて作成

• 機器点1,000kW以上の発電リソースを取引の対象とするためには、受電点の入札方法同様、「（機器点）単独発電

機」の新設（対応策①）または「（機器点）リスト・パターン」の活用（対応策②）が必要（詳細検討は下表参照）。

• 対応策①は、受電点同様の取引が可能となる一方、需給調整市場システム（MMS）を始めとする大幅なシステム改

修を伴い、膨大なコストと改修時間を要する見込み。一方、対応策②は部分的な取引商品の制約があるものの、簡易

指令システムで受け入れる場合、対応策①に比べてコスト制約や時間的制約は比べて大幅に小さい（専用線の場合は、

事業者からの申込みに応じた中給システムの改修要）。

• 機器点リソースの早期参入やシステム対応に係るコスト制約等を踏まえ、対応策②が妥当ではないか。

対応策①：（機器点）単独発電機 対応策②：（機器点）リストパターン

②-1：簡易指令システム ②-2：専用線

入札 • 受電点取引の「単独」と整合を取り、
「機器点単独」区分を新設

• 現状の枠を用いてリスト・パターンで入札
※

制約 • 需給調整市場システム（MMS）、中給
システム、アセスメントシステム、 精
算システム等、大規模なシステム改修要

• MMSの制約上、複合と三次②への同一時間帯での入札不可
• 出力帯毎の単価情報や出力変化速度情報を演算に使用不可
• 単独発電機と異なり、基準値からの供出電力帯に対する単価を用いる必要あり（実際に単独

発電機同様の制御が可能かは要検討）

• 精算やアセスメントに係るシステム改修要
• 一次（オフライン除く）、二次①への入札
不可

• 事業者からの申込みに応じた中給システム
やアセスメントに係るシステムの改修要

システム改修費用 • 対応策②より高額 • 1億円未満（全エリア計） • 数千万～十数億円（各エリア単位）

改修期間 • 対応策②より長期間 • 仕様確定後6～24ヵ月程度 • 仕様確定後18～36ヵ月

※リスト・パターン内の内訳は、当該機器点1,000kW以上の発電リ
ソース単独となり、機器点1,000kW以上の発電リソースを含めた
アグリゲーションは受電点と同様に不可。
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【参考】需給調整市場検討小委員会での検討（入札単位）

（出所）2025年11月13日 第58回
需給調整市場検討小委員会 資料3



12

【参考】リスト・パターンかつ専用線での受入れに必要な中給システム改修

（出所）2020年9月29日 第19回
需給調整市場検討小委員会 資料3

（出所）2021年11月2日 第26回
需給調整市場検討小委員会 資料3
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(3) 機器点1,000kW以上の取扱い：参入可能容量・電源種別

＜参入可能容量＞

• 需給調整市場における機器点特高/機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ調査（スライド4参照）を通じて、
10万kW以上のリソース（揚水、火力発電機）の機器点ニーズが7％程度（件数ベース）確認された。なお、これら
のリソースは、いずれも受電点取引を通じて需給調整市場に参入済ないし参入可能。

• 10万kW以上のリソースの機器点取引を実現するためには、以下の対応が必要：

➢ 1発電機の容量が10万kW以上の受電点取引の場合、調整能力を有効活用する観点から専用線オンラインが必要
であるところ、機器点取引でも同様に専用線オンラインに限定した上で、出力変化速度を加味した指令に対応で
きるようにする必要あり。

➢ しかし、出力変化速度を加味した指令による供出を実現するためには、「（機器点）単独発電機」の新設（対応
策①）が必要であり、この場合、MMSを始めとする大規模なシステム改修が必要（スライド10参照）。

• 需給調整市場における機器個別計測は、同市場への参画が難しい、需要や変動性再エネ等の変動規模に対して蓄電池
等の出力規模が小さいリソースを念頭に、本検討会や電力・ガス基本政策小委員会等で検討が行われてきた経緯あり。

• 機器個別計測の制度趣旨、機器点1,000kW以上のリソースの早期参入、システム対応に係るコスト制約等を考慮し、
機器点での参入可能容量を10万kW未満としてはどうか。

＜電源種別＞

• 上記ニーズ調査では、揚水、系統用蓄電池、需要や変動性再エネ等の変動規模より十分に大きい併設蓄電池等、本来
受電点取引されるべきリソースが確認された。電源種別については需給調整市場検討小委員会でも議論されているが、
本来受電点取引されるべきリソースを対象外と考えることには一理ある。これを踏まえ、引き続き、電力広域的運営
推進機関において、機器個別計測の制度趣旨を踏まえつつ、機器個別計測の対象となる具体的な電源種別の検討を求
めることとしてはどうか。
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【参考】需給調整市場における機器個別計測の活用検討

（出所）2023年3月14日 次世代の分散型電力システムに関する検討会
中間とりまとめ

（出所）2023年12月7日 第67回 総合資源エネルギー調査会
電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 資料6
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【参考】需給調整市場検討小委員会での検討（参入可能容量）

（出所）2025年11月13日 第58回
需給調整市場検討小委員会 資料3
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(4) 一次調整力の取扱い

• 電力広域的運営推進機関の第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）において一次調整力の先行導入の

取扱いについて議論。現時点においてはIoTルートの構築なしに基準となるデータ取得が困難なため、2026年度当

初断面においては実施しない方向と整理。

• 一方、先行導入の可能性について、引き続き関係者と連携して検討する予定。

（出所）2025年9月26日 第57回 需給調整市場検討小委員会 資料3

（電力広域的運営推進機関 事務局）

現状の整理を踏まえると、まずもって2026年度当初の断面においては、実
施はなかなか難しいのではないかといった、現行の整理を一旦させていただ
いたところで、今後の可能性を否定しているものではない認識である。市場
の活性化といったところは非常に大事な部分でもあり、事業者の声を聞くと
いったところも、勿論大事と認識しており、今後色々なアイデア等があれば、
教えていただけると助かると考え、いただいたご意見やご知恵等々踏まえ今
後、国や一般送配電事業者とも連携しながら考えていきたいと考える。

（中略）

（横山委員長）

委員、オブザーバーの皆様、多数の貴重なご意見いただき感謝する。一次調
整力の先行導入のところで、まずもって2026年度当初は実施しないといけ
ない方向でどうかというように、ちょっと前向き感のない表現で、皆さんの
方からご指摘あったが、事務局から回答あったように、今後色々な方策につ
いて関係各所とご相談をして、やっていただければと考え、ここの表現少し
ご意見あったが、方向性については、大きな反対はないかと私は理解した。
従って、今回整理された参入要件に乗っ取りながら、関係各所と連携し、前
向きに準備を進めていただければと感じ、よろしくお願いする。

（出所）2025年9月26日 第57回 需給調整市場検討小委員会 議事録
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まとめ

• 前回の検討会において、需給調整市場における機器個別計測の円滑な運用開始に向けて、機器点特高及び機器点1,000kW以

上の取扱い、一次調整力の先行導入を課題として整理したことを踏まえ、同課題の検討状況をフォローアップ。

＜機器点特高／機器点1,000kW以上のリソースに対するニーズ【課題①・②関係】＞

➢ 事業者アンケートを通じて、一定数かつ一定規模のニーズ（143件・約84万kWのニーズ(10万kW未満)）が確認された。

＜機器点「特高」に関する課題【課題①】＞

➢ 機器点「特高」の受入れには運用ガイドラインの改定、機器点「特高」に対応した託送BPの作成が必要。また、一部エ

リアでは託送システム等の改修が必要だが、エリアに応じて仕様確定後約6～24ヵ月で改修対応可能。

＜機器点1,000kW以上の取扱い【課題②】＞

➢ 機器点1,000kW以上のリソースを対象とするためには、「（機器点）単独発電機」の新設（対応策①）または「（機器

点）リスト・パターン」の活用（対応策②）が必要。機器個別計測の制度趣旨、機器点1,000kW以上リソースの早期参

入やシステム対応に係るコスト制約を考慮し、対応策②（簡易指令システム）を前提とした上で、機器点での参入可能

容量上限を10万kW未満としてはどうか。

➢ また、機器個別計測の対象となる電源種別について、電力広域的運営推進機関に検討を求めることとしてはどうか。

＜一次調整力の取扱い【課題③】＞

➢ 一次調整力の先行導入については、ひとまず2026年度当初の実施は見送られたが、引き続き関係者間で検討される予定。
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【参考】今後のスケジュール

項目 2025年度 2026年度 2027年度～

次世代の分散型電力システムに関する
検討会

需給調整市場における機器個別計測

次世代スマメ設置

低圧

高圧・特高

機器個別計測

機器点 低圧

機器点 高圧※1

機器点 高圧※2

機器点 特高

取引規定等改定作業

順次設置

順次設置

（出所）送配電網協議会へのヒアリング結果を基に事務局にて作成

取引開始※5

取引開始※5

改定

第14回
（今回）

課題検討 課題への対応
（運用ガイドライン改定、託送BP策定、託送システム改修等）

※1 機器点1,000 kW未満：全リソース 、1,000kW以上2,000kW未満：ネガ・ネガポジ・揚水動力等(特措無）
※2 ※1以外の機器点高圧リソース
※3 機器点リスト・パターン（簡易指令システム）による参入の場合
※4 2027年度以降の取引開始を想定（ただし、関西・四国は2027年度下期、九州は2028年度、中部は2029年度以降）
※5 一次調整力の先行導入については引き続き検討中

取引開始※3、4、5

必要に応じて
改定

第13回

必要に応じて
改定
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